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学校における著作権

愛媛県総合教育センター

教育開発部 情報教育室
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１ 著作権

著作権

特 許 権

著作隣接権

産業財産権知的財産権

著作者の権利

商 標 権

意 匠 権

その他

実用新案権

• 文化的な創作物を創り出した人に対して付与
される権利

• 誰もが絶対に侵害してはならない権利
• 「権利の保護」「文化の発展」を目的として

著作権法により保護

著作者人格権

複製権

公表権
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２ 著作者の権利

著作権(財産権)

著作者の権利
（著作権）

氏名表示権

同一性保持権

上演権・演奏権、
上映権、公衆送信権、
公の伝達権、口述権、
展示権

二次的著作物の創作権、
二次的著作物の利用権

譲渡権、貸与権、頒布権
（財産的利益）

（人格的利益）

創作時点で「自動的」に付与
されるため手続きは必要なし
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著作者人格権

• 権利の譲渡や相続はできない。
• 著作者の生存している期間が保護期間である。

著作者の死後も、原則として権利の侵害となる行
為をしてはならない。

• 無断で著作物を公表されない権利公表権

• 名前の表示を求める権利氏名表示権

• 無断で著作物を改変されない権利同一性保持権
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著作権（財産権）
• 権利の譲渡や相続はできる。
• 著作者の「生存している期間」＋「死後５０年間」

が保護期間となる。

• 無断で複製（コピー）されない権利複製権

• 無断で公衆に上演、演奏されない権利
上演権
演奏権

• 無断で公衆に上映されない権利上映権

• 無断で公衆に送信されない権利公衆送信権

• 無断で受信機による公の伝達をされない権利公の伝達権
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著作権（財産権）

• 無断で公衆に口述されない権利口述権

• 無断で公衆に展示されない権利展示権

• 無断で公衆に譲渡されない権利譲渡権

• 無断で公衆に貸与されない権利貸与権

• 無断で公衆に頒布されない権利頒布権

• 無断で二次的著作物を創作・利用され
ない権利

二次的著作物の
創作権・利用権
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• 著作権を有する者（著作権者）から
許諾を得る

• 著作権を有する者（著作権者）から
許諾を得る

方法１

• 著作権を譲り受ける• 著作権を譲り受ける方法２

• 特別の場合には、著作権者の許諾を
得る必要がない

• 特別の場合には、著作権者の許諾を
得る必要がない

方法３
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３ 著作物の定義と利用方法

思想又は感情を創作的に表現したものであって、
文芸、学術、美術又は、音楽の範囲に属するもの
（著作権法 第２条第１項１号）

（例外規定が適用）

(1)教育機関での複製（第35条第１項）

(2)教育機関での公衆送信（第35条第２項）

(3)試験問題としての複製・公衆送信（第36条）

(4)引用（第32条第１項）

(5)非営利･無料の場合の上演等（第38条第１項）
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４ 学校に関係の深い例外規定

(1)教育機関での複製（第35条第１項）
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教員及び児童生徒が、授業の教材として使うため
に他人の作品をコピーして配布する場合

・新聞記事や小説をコピーして配布

・ＴＶ放送を録画して視聴

・学校便りに新聞記事をコピーして掲載

・市販の問題集から問題を集めて問題集を
作り、授業で配布

(1)教育機関での複製（第35条第１項）

＜条件＞

① 営利を目的としない教育機関であること

② 授業の担任又は児童生徒が複製すること

③ 授業の過程における使用を目的とすること

④ 必要と認められる限度内であること

⑤ 既に公表されている著作物であること

⑥ 著作権者の利益を不当に害しないこと

⑦ 慣行があるときは「出所の明示」が必要
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(2)教育機関での公衆送信（第35条第２項）
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「主会場」で行われている授業で教材として使わ
れた他人の作品等を、遠隔地にある「副会場」に
向け同時中継する場合

・教員が教材としてコピーして配布した
資料の送信

・後日改めて副会場に送信

・誰でも視聴できるようにして送信

(2)教育機関での公衆送信（第35条第２項）

＜条件＞

① 営利を目的としない教育機関であること

② 主会場と副会場がある授業形態であること

③ 授業を受ける者のみへの送信であること

④ 生で中継される授業を受信地点で同時に受ける者

への送信であること

⑤ 主会場での教材として、配布、提示、上演、演奏、

上映、口述されている著作物であること

⑥ 既に公表されている著作物であること

⑦ 著作権者の利益を不当に害しないこと

⑧ 慣行があるときは「出所の明示」が必要
12



3

13

試験問題として他人の作品をコピーして配布する
場合、または、試験問題をインターネットなどで
送信する場合

・小説や社説などを用いた試験問題を出題

・試験問題をインターネットで送信して出題

・試験終了後、ホームページに掲載し送信

・営利目的の試験問題に、新聞記事をコピーし
て掲載

(3)試験問題としての複製・公衆送信
（第36条）

(3)試験問題としての複製・公衆送信
（第36条）

＜条件＞

① 既に公表されている著作物であること

② 試験・検定の目的上必要な限度内であること

③ 営利目的の試験・検定の場合は著作権者に補

償金を支払うこと

④ 著作権者の利益を不当に害しないこと

⑤ 慣行があるときは「出所の明示」が必要
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(4)引用（第32条第１項）
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発表資料やレポートの中で他人の作品を「引用」
して利用する場合

・自分の見解の補足として使用

・他人の意見を自分の見解としてそのまま使用

(4)引用（第32条第１項）

＜条件＞

① 既に公表されている著作物であること

② 公正な慣行に合致すること

③ 報道、批評、研究などの引用の目的上、正当な
範囲内であること

④ 引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確で
あること

⑤ かぎ括弧などにより引用部分が明確になってい
ること

⑥ 引用を行う必然性があること

⑦ 慣行があるときは「出所の明示」が必要
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学芸会、文化祭、部活動などで他人の作品を上演･
演奏･上映･口述（朗読等）する場合

・市販の脚本集から選んだ劇を文化祭で発表

・ボランティアで絵本を読み聞かせる

・鑑賞料金を徴収して音楽や劇の発表会を開催

・学芸会の練習のため、市販の脚本集をコピー

(5)非営利・無料の場合の上演等
（第38条第１項）

(5)非営利・無料の場合の上演等
（第38条第１項）

＜条件＞

① 「上演」「演奏」「上映」「口述」のいずれか

であること

② 既に公表されている著作物であること

③ 営利を目的としていないこと

④ 聴衆・観衆から料金等を受けないこと

⑤ 出演者等に報酬が支払われないこと

⑥ 慣行があるときは「出所の明示」が必要
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５ 自由利用マーク
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著作者が、自分の著作物を他人が使ってよい意思
を表したマーク

「プリントアウト・コピー・無料配布」
ＯＫマーク

「学校教育のための非営利目的利用」
ＯＫマーク

「障害者のための非営利目的利用」
ＯＫマーク

「自由利用マーク」の利用範囲

利用目的 利用方法 改変・切除等

何でもよい
(無料配布であること)

プリントアウ
ト、コピー、
無料配布

できない

障害者のみが使うこと
を目的とする場合に限
る(非営利目的）

何でもよい できる

学校の様々な活動で使
うことを目的とする場
合に限る(非営利目的)

何でもよい できる
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＜注意点＞
①著作者の名前が表示されている時は、利用に際して記述する。
②著作者の社会的な評判や名誉を傷つける使い方をしない。

６ 文化庁が提供する学校向け著作権資料
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http://www.bunka.go.jp/chosakuken/index_4.html

Ｗｅｂ教材

• 初めて学ぶ著作権（小学生向け）

• 楽しく学ぼうみんなの著作権（小学生向け）

• マンガでわかる著作物の利用「作太郎の奮闘気」

（中学生・高校生向け）

• 高校生のための著作権教材（高校生向け）
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検索データベース

• 著作権なるほど質問箱（著作権Ｑ＆Ａ）

• 学校における場面対応型指導事例集

「著作権教育５分間の使い方」

• 誰でもできる著作権契約

パンフレット

• 学校における教育活動と著作権（PDF形式)

６ 文化庁が提供する学校向け著作権資料

７ 著作権に関する関係団体
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著作権情報センター著作権全般

コンピュータソフトウェア
著作権協会

コンピュータ
プログラム

日本文藝家協会文芸

日本脚本家連盟脚本

実演家著作隣接権センター実演
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日本複製権センター文献複写

日本書籍出版協会書籍・出版

日本音楽著作権協会(JASRAC)
日本レコード協会

音楽・ＣＤ

日本放送協会(NHK)
日本民間放送連盟

放送

日本写真著作権協会写真

７ 著作権に関する関係団体
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８ 著作物の利用にあたって

① 著作物を利用するときは、著作権者の了解を得る

ことが原則であり、教育活動という高い公共性ゆえ

に例外規定があることを理解しておく。

② 著作者の作品への思いを尊重する気持ちをもつ。

③ 他人の了解を得ることは一種の契約であり、それ

は社会のルールであることを理解しておく。
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９ 演習問題
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